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１．システムへのユーザー登録 

(1) https://kpu.bvits.com/rinri/ にアクセス 

(2)ログイン画面（↓）の「システムへのユーザー登録を希望される方はこちらから」をク

リック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)ユーザー登録依頼画面（↓）で、ユーザー情報を入力し、送信をクリック 

 ※所属は、「診療科・中央部門」「臨床系大学院科目」「基礎系大学院科目」「寄附講座・共

同研究講座」「看護学科」「臨床系教室」「基礎系教室」「教養教育大学院科目」の大分類

から絞り込めます。 

 

(4)ユーザー登録依頼受け付けのメッセージ（↓）が表示されたら、一度ブラウザを閉じる 

   →ユーザー登録をしたメールアドレスあてに「ユーザー登録」メールが届く 

https://kpu.bvits.com/rinri/
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  ※しばらく待ってもメールが届かない方は、メールアドレスを誤って入力した可能性が

ありますので、最初からやり直してください。 

 

(5)「ユーザー登録」メール記載の URL をクリックすると、ユーザー登録画面（↓）が表

示されるので、登録情報が正しいか確認する。正しければ、パスワード（任意の英数文字）

を入力、ユーザー登録完了をクリック  

 

(9)ログイン画面（↓）が表示されるので、メールアドレスと設定したパスワードを入力し、

ログイン 
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２．新規申請 

(1)メインメニュー（↓）から、「新規申請→」をクリックする 

 

(2)必要なファイルをダウンロードしてあらかじめ準備し、「申請書入力へ進む」をクリック 

 
(3)入力画面に添って、入力 

※システム上の入力項目は、従来の実施計画許可申請書と必須文書の内容です。 

(4)一時保存又は申請をしたい場合は、入力画面の一番下にある「一時保存」「申請」をクリ

ック 

  ※記入もれなどがあると、「申請」をクリックしてもエラーメッセージが表示され、入力

画面に戻ることがあります。 

※申請すると「申請提出の受け付け」メールが届きます。以後、申請内容がロックされ、

以後は事務局がロック解除しなければ申請内容を修正できなくなります。 
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(5)一時保存した内容を表示・再度編集・削除する場合は、メインメニューからその研究の

「表示」をクリック→申請履歴の「表示」「編集」「削除」をクリック 

 

             ↓ 

 

(6)申請書・必須文書を印刷するときは、上記申請履歴の「表示」をクリック→表示された

画面の「印刷」をクリック（PDF ファイルで表示されるので、Adobe Reader が必要） 

 

 

 

 

(7) 
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３．申請後の申請内容の修正（必要なければ不要） 

(1)「ロック解除」メールが届いたら、そのメール記載のＵＲＬをクリック 

※メインメニュー（↓）からその研究の「表示」をクリック→申請履歴（↓）の「表示」

か「編集」をクリックしても同じ画面を表示できます。 

 

             ↓ 

 

(2) 入力画面の一番下にある「申請」をクリック 
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４．専門小委員会／迅速審査への回答 

(1)「専門小委員会の審査意見について」又は「迅速審査結果について」メールが届いたら、

メインメニュー（↓）から該当する研究の「表示」をクリック→申請履歴（↓）の「表示」

→申請書閲覧（↓）「審査意見・回答入力」タブをクリック 

 

             ↓ 

 

↓ 

 



7 

 

(2)「審査意見・回答入力」のページで専門小委員会又は迅速審査の意見を確認し、「回答」

をクリック 

 

(3)各質問に対して回答を入力、「ＯＫ」をクリック 

 

※入力後、回答内容を修正したい場合は、「回答」を再度クリックすれば(3)の画面が表示さ

れますので、書き換えてください。 

(4) 申請書閲覧（↓）「申請書」タブをクリック 

 

(5)「申請書」ページの「この申請書の内容を編集する。」「実行」をクリック 
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(6)申請書内容を修正し、入力画面の一番下にある「申請」をクリック 

 

(7)「審査意見・回答入力」のページで「回答書印刷（専門小委員会）」をクリックし、回答

書を印刷（→実施責任者・所属長の押印後、事務局に提出） 

 

 

５．本委員会への回答（迅速審査の場合は不要） 

(1)「本委員会の審査意見について」メールが届いたら、本委員会からの意見に対して４(1)

～(7)と同じ作業を行う 

 

６．承認・決定通知書の受理（申請者に作業をしていただくことはありません） 

(1) 委員会における結論（承認等）がされたら、「新規申請の審査結果」メールが届く 

(2) 承認の場合、実施許可の決定通知書の決裁後、決定通知書（紙媒体）を申請者あてに送

付しますので、ご確認ください。 
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７．変更申請（研究計画について、実施期間の延長や担当者の変更、その他軽微な変更を行

いたい場合。なお、軽微な変更ではない場合は、新たに新規申請をお願いします。） 

(1) メインメニュー（↓）より、変更申請を行いたい研究を選択、「表示」をクリック 

※変更申請を行いたい研究が表示されていない場合、事務局に連絡ください。 

 

(2) 画面下方の「申請メニュー」（↓）より、いずれかの「変更申請」の「→」を選択 

※実施責任者や実施担当者の変更・追加のみの場合と、それ以外も変更する場合で、選択す

る場所が異なりますので、ご注意ください。 

(3) 申請画面が開くので、入力画面に添って、各項目を入力 

  また、添付書類（↓）に、実施計画書や説明文書、同意書などを添付（必須文書と実施

計画許可申請書のページは不要） 

※実施計画書、説明文書、同意書その他資料を一つのファイルにされている場合は、分け

て添付してください。 

※以前、システムを使って申請した研究（番号が ERB-となっているもの）の変更の場合

は、内容が変わったファイルのみ添付するのでも構いません。 
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(4) 一時保存又は申請をしたい場合は、入力画面の一番下にある「一時保存」「申請」をク

リック 

  ※記入もれなどがあると、「申請」をクリックしてもエラーメッセージが表示され、入力

画面に戻ることがあります。 

※申請すると「申請提出の受け付け」メールが届きます。以後、申請内容がロックされ、

以後は事務局がロック解除しなければ申請内容を修正できなくなります。 

 

 

申請後は、通常、「迅速審査」として審査いたしますので、申請後は、本マニュアル３．～

６．をご参照の上ご対応をお願いいたします。 


